
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

目
的

こ
の
法
律
は
、
畜
産
業
を
取
り
巻
く
国
際
経
済
環
境
の
変
化
等
に
鑑
み
、
そ
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
た
め
、
畜

舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
に
関
す
る
計
画
の
認
定
制
度
を
創
設
し
、
当
該
認
定
を
受
け
た
計
画
に
基
づ
き
建
築
等
が
さ
れ

、
及
び
利
用
さ
れ
る
畜
舎
等
に
関
す
る
建
築
基
準
法
の
特
例
を
定
め
、
も
っ
て
畜
産
業
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
二

定
義

一

「
畜
舎
等
」
と
は
、
畜
舎
（
家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
施
設
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
施
設
を
い
う
。
）
及
び
堆
肥
舎
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

「
建
築
等
」
と
は
、
畜
舎
等
の
新
築
、
増
築
、
改
築
及
び
そ
の
構
造
に
変
更
を
及
ぼ
す
行
為
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め

る
行
為
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

「
技
術
基
準
」
と
は
、
畜
舎
等
の
敷
地
、
構
造
及
び
建
築
設
備
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
た
め
に
必
要

な
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。



継
続
的
に
畜
産
経
営
を
行
う
上
で
、
利
用
基
準
に
適
合
す
る
畜
舎
等
の
利
用
の
方
法
と
相
ま
っ
て
、
安
全
上
、
防
火

（一）
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
こ
と
（

及
び

に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）
。

（二）

（三）

敷
地
内
の
雨
水
及
び
汚
水
の
排
出
又
は
処
理
並
び
に
便
所
か
ら
排
出
す
る
汚
物
の
処
理
に
つ
い
て
、
衛
生
上
支
障
が

（二）
な
い
こ
と
。

都
市
計
画
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
及
び
準
都
市
計
画
区
域
、
景
観
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の

（三）
準
景
観
地
区
並
び
に
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
関
係
市
町
村
の
意
見
を

聴
い
て
指
定
す
る
区
域
内
に
建
築
等
が
さ
れ
る
畜
舎
等
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
建
蔽
率
及
び
高
さ
そ
の
他
の
構
造
に
つ
い

て
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
及
び
良
好
な
景
観
の
保
全
を
図
る
観
点
か
ら
、
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び

衛
生
上
支
障
が
な
い
こ
と
。

四

「
利
用
基
準
」
と
は
、
畜
舎
等
の
利
用
の
方
法
に
つ
い
て
、
継
続
的
に
畜
産
経
営
を
行
う
上
で
、
安
全
上
、
防
火
上
及

び
衛
生
上
支
障
が
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
で
あ
っ
て
、
畜
舎
等
に

お
け
る
一
日
当
た
り
の
滞
在
者
数
及
び
滞
在
時
間
の
制
限
、
災
害
時
の
避
難
経
路
の
確
保
並
び
に
避
難
訓
練
の
実
施
そ
の

他
の
災
害
に
よ
る
被
害
の
防
止
又
は
軽
減
に
資
す
る
取
組
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
二
条
関
係
）

第
三

畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
認
定
等

一

畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
認
定

畜
舎
等
に
つ
い
て
、
そ
の
敷
地
、
構
造
及
び
建
築
設
備
が
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
建
築
等
を
し
、
及
び
利
用

（一）
基
準
に
従
っ
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
（

に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利

（四）

用
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
畜
舎
建
築
利
用
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
畜
舎
等
の
工
事
施
工
地
又

は
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
以
下
単
に
「
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
、
そ
の
認
定
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

畜
舎
建
築
利
用
計
画
に
は
、
畜
舎
等
の
種
類
・
所
在
地
・
規
模
・
間
取
り
、
畜
舎
等
の
敷
地
、
構
造
及
び
建
築
設
備

（二）
、
畜
舎
等
の
利
用
の
方
法
等
（
そ
の
床
面
積
が
、
主
務
省
令
で
定
め
る
規
模
以
下
で
あ
る
畜
舎
等
（
以
下
「
特
例
畜
舎

等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
畜
舎
等
の
敷
地
、
構
造
及
び
建
築
設
備
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
申
請
に
係
る
畜
舎
建
築
利
用
計
画
が
技
術
基
準
及
び
利
用
基
準
等
（
特
例
畜
舎
等
に
あ
っ

（三）



て
は
、
技
術
基
準
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
家
畜
の
飼
養
管
理
又
は
そ
の
排
せ
つ
物
の
管
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

（四）
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
と
き
等
は

の
認
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（一）

都
道
府
県
知
事
は
、

の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
計

（五）

（一）

画
実
施
者
」
と
い
う
。
）
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
認
定
を
受
け
た
畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（六）

（一）

（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

二

畜
舎
等
の
設
計
及
び
工
事
監
理

認
定
畜
舎
等
（
認
定
畜
舎
建
築
利
用
計
画
（
一
の

の
認
定
を
受
け
た
畜
舎
建
築
利
用
計
画
を
い
う
。
）
に
係
る
畜
舎

（一）

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
工
事
は
当
該
認
定
畜
舎
建
築
利
用
計
画
に
記
載
さ
れ
た
設
計
者
の
設
計
に
よ
ら
な
け
れ
ば

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
、
認
定
計
画
実
施
者
は
建
築
士
法
に
規
定
す
る
建
築
士
で
あ
る
工
事
監
理
者
を
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

三

工
事
完
了
の
届
出



認
定
計
画
実
施
者
は
、
認
定
畜
舎
等
の
建
築
等
の
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
認
定
畜
舎
等
（
特
例
畜
舎
等
を
除
く
。
第
五
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
新
築
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
届
出
を
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
認
定
畜
舎
等
を
使
用
し
、
又
は
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

四

基
準
適
合
義
務
等

認
定
畜
舎
等
の
敷
地
、
構
造
及
び
建
築
設
備
は
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、

（一）
認
定
計
画
実
施
者
は
、
利
用
基
準
に
従
っ
て
認
定
畜
舎
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
認
定
畜
舎
等
の
用
途

を
変
更
し
て
畜
舎
等
以
外
の
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

技
術
基
準
の
規
定
の
施
行
又
は
適
用
の
際
現
に
存
す
る
認
定
畜
舎
等
が
当
該
技
術
基
準
の
規
定
に
適
合
し
な
い
場
合

（二）
等
に
お
い
て
は
、
適
合
し
な
い
技
術
基
準
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
及
び
第
八
条
関
係
）

五

地
位
の
承
継
等

認
定
計
画
実
施
者
に
つ
い
て
相
続
が
あ
っ
た
と
き
は
、
相
続
人
は
、
認
定
計
画
実
施
者
の
地
位
を
承
継
す
る
も
の
と

（一）
す
る
こ
と
。



認
定
計
画
実
施
者
が
認
定
畜
舎
等
の
譲
渡
を
行
う
場
合
又
は
認
定
計
画
実
施
者
で
あ
る
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
す

（二）
る
こ
と
と
な
り
、
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
認
定
畜
舎
等
を
承
継
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
譲
渡
等
に

つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
譲
受
人
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設

立
さ
れ
た
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
認
定
畜
舎
等
を
承
継
し
た
法
人
は
、
認
定
計
画
実
施
者
の
地
位
を
承
継
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

の
認
可
を
し
な
い
旨
の
処
分
が
あ
っ
た
と
き
等
は
、
一
の

の
認
定
は
そ
の
効
力
を
失
う
も
の
と
し
、
認
定
畜
舎

（三）

（二）

（一）

等
で
あ
っ
た
畜
舎
等
（
以
下
「
失
効
畜
舎
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
敷
地
が
現
に
建
築
基
準
法
並
び
に
こ
れ
に
基
づ

く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
（
以
下
「
建
築
基
準
法
令
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
都
道
府

県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
場
合
等
を
除
き
、
そ
の
譲
受
人
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ

た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
当
該
失
効
畜
舎
等
を
承
継
し
た
法
人
又
は
こ
れ
ら
の
承
継
人
は
、
当
該
処
分
が
あ
っ
た

日
等
か
ら
百
二
十
日
以
内
に
、
当
該
失
効
畜
舎
等
の
使
用
を
停
止
し
、
当
該
失
効
畜
舎
等
内
へ
の
立
入
り
の
禁
止
等
の

措
置
（
以
下
「
保
安
上
の
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
及
び
第
十
条
関
係
）



六

解
散
の
届
出
等

認
定
計
画
実
施
者
で
あ
る
法
人
が
合
併
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
と
き
は
、
一
の

の
認
定
は
、
そ
の
効
力
を
失

（一）

う
も
の
と
し
、
そ
の
清
算
法
人
又
は
そ
の
承
継
人
は
、
失
効
畜
舎
等
及
び
そ
の
敷
地
が
現
に
建
築
基
準
法
令
の
規
定
に
適

合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
場
合
等
を
除
き
、
そ
の
解
散
の
日
か
ら
百
二
十
日
以
内
に

、
当
該
失
効
畜
舎
等
の
使
用
を
停
止
し
、
保
安
上
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

七

建
築
基
準
法
令
の
適
用
除
外

認
定
畜
舎
等
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
令
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

第
四

認
定
計
画
実
施
者
の
監
督
等

一

利
用
の
状
況
の
報
告
等

認
定
計
画
実
施
者
は
、
認
定
畜
舎
等
の
利
用
の
状
況
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、

都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

二

報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査



認
定
計
画
実
施
者
等
に
対
す
る
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
系
）

三

措
置
命
令
等

違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
認
定
計
画
実
施
者
等
に
対
す
る
措
置
命
令
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

四

認
定
の
失
効
等

認
定
畜
舎
等
の
全
部
が
除
却
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
滅
失
し
た
と
き
は
、
第
三
の
一
の

の
認
定
は
、
そ
の
効
力
を

（一）

（一）

失
う
も
の
と
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
認
定
計
画
実
施
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
の
一
の

の
認
定

（一）

等
を
受
け
た
と
き
等
の
場
合
に
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
の
一
の

の
認
定
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
又
は

に
よ
り
認
定
を
取

（二）

（一）

（一）

り
消
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
認
定
計
画
実
施
者
で
あ
っ
た
者
等
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

認
定
計
画
実
施
者
で
あ
っ
た
者
又
は
そ
の
承
継
人
は
、

に
よ
り
第
三
の
一
の

の
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は

（三）

（一）

（一）



、
失
効
畜
舎
等
及
び
そ
の
敷
地
が
現
に
建
築
基
準
法
令
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
確

認
を
受
け
た
場
合
等
を
除
き
、

の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
百
二
十
日
以
内
に
、
当
該
失
効
畜
舎
等
の
使
用
を
停
止
し

（二）

、
保
安
上
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

第
五

雑
則

一

認
定
畜
舎
等
の
建
築
等
の
工
事
の
施
工
者
は
、
当
該
工
事
現
場
の
見
や
す
い
場
所
に
、
認
定
計
画
実
施
者
、
設
計
者
等

の
氏
名
、
当
該
工
事
に
係
る
第
三
の
一
の

の
認
定
が
あ
っ
た
旨
等
の
表
示
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

（一）

と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

二

都
道
府
県
知
事
は
、
建
築
等
又
は
除
却
の
工
事
の
施
工
中
に
使
用
さ
れ
て
い
る
認
定
畜
舎
等
が
、
安
全
上
、
防
火
上
又

は
避
難
上
著
し
く
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
認
定
畜
舎
等
に
係
る
認
定
計
画
実
施
者
等
に
対
し
、

相
当
の
猶
予
期
限
を
付
け
て
、
当
該
認
定
畜
舎
等
の
使
用
の
禁
止
、
使
用
の
制
限
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
関
係
）

三

畜
舎
等
の
規
模
に
係
る
事
項
の
算
定
方
法
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）

四

都
道
府
県
知
事
は
、
主
務
大
臣
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
助
言
又
は
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の



と
し
、
主
務
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
勧
告
、
助
言
若
し
く
は
援
助
を
し
、

又
は
必
要
な
参
考
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
等
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
関
係
）

五

農
林
水
産
大
臣
等
は
、
畜
舎
等
の
建
築
等
に
関
す
る
施
策
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
国
内
で
生
産
さ
れ
た
木
材
そ
の
他

の
木
材
を
利
用
し
た
畜
舎
等
の
普
及
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
関
係
）

六

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
と
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
法
律
に
お
け
る
主

務
省
令
は
、
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）

第
六

罰
則

罰
則
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
関
係
）

第
七

附
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


